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広島県交流・定住促進協議会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 国，市町，民間団体等と緊密に連携して，県内への交流・定住人口の拡大を図るため，広島

県交流・定住促進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

 （事業） 

第２条 協議会は，次に掲げる事業を行う。 

 (1) 県内の交流・定住の促進に係る広報・誘致・啓発活動に関すること。 

  (2) その他交流・定住の促進に必要な事項に関すること。 

 

 （組織） 

第３条 協議会は，別表に掲げる者をもって組織する。 

 

 （役員） 

第４条 協議会に次に掲げる役員を置く。 

  (1) 会長   １名 

  (2) 副会長  ３名 

  (3) 監事   １名 

 

 （役員の任期） 

第５条 役員の任期は１年とする。ただし，再任を妨げない。 

 

 （役員の選出） 

第６条 会長は，広島県，市長会会長団体，町村会会長団体及び広島経済同友会の委員の互選により

定める。 

２ 会長を除く役員は，会長が指名する者をもって充てる。  

 

 （役員の職務） 

第７条 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務を代理する。 

３ 監事は，協議会の出納を監査する。 

 

 （会議） 

第８条 協議会は，会長が招集し，協議会の議長となる。 

２ 協議会は，委員の２分の１以上が出席しなければ，会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長が決するところによる。 

４ 委員は，事故その他やむを得ない理由により協議会に出席できないときは，あらかじめ会長の承

認を得て，代理人を出席させることができる。 

５ 協議会は，必要に応じ，関係者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

 



 2

 （ワーキング会議） 

第９条 協議会に，専門事項を調査・検討させるため，ワーキング会議を置く。 

２ ワーキング会議は，協議会委員，協議会委員が所属する構成団体の中から協議会委員が指名する

者及び第１０条第２項に定める事務局長が指名する者をもって構成する。 

３ ワーキング会議は，第１０条第２項に定める事務局長が招集し，ワーキング会議の議長となる。 

４ 協議会は，ワーキング会議の議決をもって，協議会の議決とすることができる。この場合，出席

者の過半数で決し，可否同数のときは，議長が決するところによる。 

５ ワーキング会議に，必要に応じ，分科会を置くことができる。 

６ ワーキング会議は，必要に応じ，関係者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

７ 前各項に定めるもののほか，ワーキング会議に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 （事務局） 

第１０条 協議会の事務局は，広島県地域政策局地域力創造課に置く。 

２ 事務局長は，広島県地域政策局地域力創造課長の職にある者をもって充てる。 

 

 （財務） 

第１１条 協議会の運営に必要な経費は，構成団体の負担金その他の収入をもってこれに充てる。 

 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるものを除くほか，協議会の運営について必要な事項は，会長が別に定め

る。 

 

   附 則 

１ この設置要綱は，平成１８年５月１１日から施行する。 

２ 協議会設置年における会計年度は，協議会設置日から翌年３月３１日までとする。 

   附 則 

１ この設置要綱は，平成２０年６月４日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。 

   附 則 

１ この設置要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この設置要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この設置要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この設置要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この設置要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この設置要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 
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広島県交流・定住促進協議会委員名簿 

 

 団体名 

関係 

団体 

厚生労働省広島労働局 

(公社)全日本不動産協会広島県本部 

(公社)中国地方総合研究センター 

(公社)日本青年会議所中国地区広島ブロック協議会 

日本労働組合総連合会広島県連合会 

広島経済同友会 

(一社)広島県観光連盟 

(公財)広島県市町村振興協会 

広島県商工会議所連合会 

広島県商工会連合会 

(公社)広島県宅地建物取引業協会 

(一財) 広島県森林整備・農業振興財団 

広島県農業協同組合中央会 

市町 

広島市 

呉市 

竹原市 

三原市 

尾道市 

福山市 

府中市 

三次市 

庄原市 

大竹市 

東広島市 

廿日市市 

安芸高田市 

江田島市 

府中町 

海田町 

熊野町 

坂町 

安芸太田町 

北広島町 

大崎上島町 

世羅町 

神石高原町 

県 広島県 

 

別表 


